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聖籠町告示第９１号 

 聖籠町一般貸切旅客自動車運送事業者支援給付金交付要綱を次のよ

うに定める。 

  令和２年９月１１日 

聖籠町長 西脇 道夫 

   聖籠町一般貸切旅客自動車運送事業者支援給付金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により経営の

安定に支障を来している一般貸切旅客自動車運送事業者に対して、

予算の範囲内において支援給付金（以下「給付金」という。）を交付

することについて、聖籠町補助金等交付規則（平成２３年聖籠町規

則第３３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「一般貸切旅客自動車運送事業者」とは、

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ロに規定す

る一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。  

 （交付対象者） 

第３条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。 

（１）  町内に事業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者であ

ること。 

（２）  令和２年７月１日時点において営業し、今後も継続意思が

あること。 

（３） 町税を完納していること。  

（４） 聖籠町暴力団排除条例（平成２４年聖籠町条例第１号）第２

条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号に規定する暴

力団員でない者又はそれらと社会的に非難されるべき関係を

有する者でないこと。 

（５）  令和２年３月から令和２年６月までの間のいずれかの月の

売上が前年同月と比較して５０％以上減少していること。  
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 （給付金の額） 

第４条 給付金の額は、３０万円とする。 

（給付金の交付申請） 

第５条 給付金の交付を受けようとする者は、聖籠町一般貸切旅客自

動車運送事業者支援給付金交付申請書兼請求書（様式第１号）に同

意書（様式第２号）を添えて、町長に提出しなければならない。  

 （交付決定等） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を

審査の上、交付の可否を決定するとともに、給付金の額を確定する

ものとする。 

２ 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、聖籠町一般貸

切旅客自動車運送事業者支援給付金交付決定兼額確定通知書（様式

第３号）により、不交付を決定したときは、聖籠町一般貸切旅客自

動車運送事業者支援給付金不交付決定通知書（様式第４号）により

通知するものとする。  

３ 町長は、第１項の規定により交付の決定をしたときは、給付金を

支払うものとする。  

 （交付決定の取消し） 

第７条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

ると認めたときは、給付金の交付を取り消し、既に交付した給付金

について期限を定めてその返還を求めるものとする。  

 （１） 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。  

 （２） その他町長が給付金の交付を不適当と認めたとき。  

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な

事項は、町長が別に定める。  

附 則 

 （施行期日等） 

１ この告示は、告示の日から施行し、令和２年７月１日から適用す

る。 
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 （この告示の失効）  

２ この告示は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。  

  



 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

  年   月   日 

 

聖籠町長  様 

 

                 申請者 住 所 

                     氏名又は名称 

                     代表者氏名                  ㊞ 

 

聖籠町一般貸切旅客自動車運送事業者支援給付金交付申請書兼請求書 

 

聖籠町一般貸切旅客自動車運送事業者支援給付金の交付について、関係書類を添えて申請

します。また、併せて請求します。 

 

記 

 

１ 交付申請額                円 

 

２ 事業所の所在地等 

事業所名  

所在地住所  

代表者名  

連絡先・担当者  

 

３ 給付金の振込先 

金融機関名 
銀行・金庫・信組  

信連・農協     
支店名  

口座種別 
普通・当座 

貯蓄・その他 
口座番号  

（フリガナ） 

名 義 人 

（                           ） 

 

 

※添付書類 

 ・売上の減少率がわかる書類 

・事業を営んでいることを証明する書類の写し（営業許可書等） 

 ・その他、町長が必要と認めるもの 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

聖籠町指令第     号 

                             年  月  日 

 

            様  

 

                        聖籠町長  

 

聖籠町一般貸切旅客自動車運送事業者支援給付金交付決定兼額確定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった聖籠町一般貸切旅客自動車運送事業者支

援給付金について、下記のとおり交付することを決定し、給付金の額を確定したので通知し

ます。 

 

記 

 

 

交付決定額兼確定額               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第４号（第６条関係） 

 

聖籠町指令第     号 

                             年  月  日 

 

                   様 

 

                        聖籠町長 

 

聖籠町一般貸切旅客自動車運送事業者支援給付金不交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった聖籠町一般貸切旅客自動車運送事業者支

援給付金について、下記の理由により不交付と決定したので通知します。 

 

記 

 

不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


